
病気の回復期ではないが、
当面の症状の急変が認められない子どもが利用できます。

病気の回復期にある子どもが利用できます。

病児保育

病後児保育

どうやって利用するの？

［ 問合せ先 ]
神奈川県福祉子どもみらい局子どもみらい部次世代育成課

TEL.045－210－4663

市町村ごとに利用手続きが必要です。

病児保育
知っていますか？

病児保育とは
かぜなどの日常かかりやすい病気になった子ども※を、
保護者が家庭で保育することが難しい場合に利用できます。
※対象となる子どもの年齢等は市町村にご確認ください。

市町村の病児保育の情報はこちら


